
　国保加入の方で高額療養費の
支給見込みがある場合に、申請者
が高額療養費の自己負担限度額
のみを医療機関へ支払うことで、
残りの高額療養費該当分は直接
うるま市国保が医療機関へ支払
いをする制度です。但し、入院時
食事代や保険適用外のものは貸
付対象外ですので別途負担とな
ります。
尚、この制度を利用できるのはう
るま市国保に加入していて、国民
健康保険税の滞納がない場合等
の条件がありますので、詳しくは
国保課へお問い合わせ下さい。

上位所得者
被保険者全員の基礎控除後
の所得が６７０万円以上

＜　＞は多数該当（過去１２カ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の
支給に該当）の場合の限度額

１３９，８００円
医療費総額が４６６，０００円を超えた場
合は、その超えた部分の１％を加算
＜７７，７００円＞

課税一般世帯 ７２，３００円
医療費総額が２４１，０００円を超えた場
合は、その超えた部分の１％を加算
＜４０，２００円＞

非課税世帯 ３５，４００円
＜２４，６００円＞
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○国民健康保険高額療養費
　資金貸付制度について ○平成１８年９月診療分まで

支所での業務内容が
10月1日より一部変わります。

　小児の弱視、斜視及び先天白内
障手術後の屈折矯正の治療用と
して用いる眼鏡及びコンタクト
レンズが保険適用となりまし
た。
　※斜視の矯正等に用いるアイ
パッチ及びフレネル膜プリズ
ムは保険適用対象外です。
対象者：国保加入者の９歳未満。
ただし、再申請の場合は５歳未満
で前回給付から１年以上、５歳以
上で２年以上経過していること。

申請に必要なもの
 ・国民健康保険証
 ・世帯主名義の預金通帳又は口
座が分かるもの（世帯主以外の
場合は委任状が必要です）
 ・印鑑（認印可）
 ・領収書
 ・保険医による治療用眼鏡等の
作成指示書等
 ・眼鏡等を作成した後の検査
結果

○療養費の申請について

70歳未満の方

自己負担限度額
上位所得者
被保険者全員の基礎控除後
の所得が６００万円以上

＜　＞は多数該当（過去１２カ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の
支給に該当）の場合の限度額

１５０，０００円
医療費総額が 500,000 円を超えた場合は、
その超えた部分の１％を加算
＜８３，４００円＞

課税一般世帯 ８０，１００円
医療費総額が２６７，０００円を超えた場
合は、その超えた部分の１％を加算
＜４４，４００円＞

非課税世帯 ３５，４００円
＜２４，６００円＞

○平成１８年１０月診療分から
自己負担限度額

外来
（個人単位）

世帯単位（入院含む）

＜　＞は多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の
支給に該当）の場合の限度額

（注１）７０歳以上の国保被保険者で課税所得１４５万円以上の人及びその人と
同一世帯の７０歳以上の方

（注２）世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する７０歳以上の方
（注３）（注２）の人で、世帯の各所得が、必要経費・控除（年金所得は６５万で控

除）を差し引いたとき０円になる世帯

現役なみ所得者（注１）
医療費総額が 361,500 円
を超えた場合は、その超え
た部分の１％を加算

課税一般世帯
低所得者Ⅱ（注２）

低所得者Ⅰ（注３）
（年金収入 65万円以下等）

○平成１８年９月診療分まで

70歳以上の方

自己負担限度額
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高額療養費制度の 自己負担限度額が変わります

国民健康保険課
☎９７４－３１１１
（内線 1166、1167）

平成18年
10月から

　国民健康保険課では１０月１日
から保険給付関係業務を次のよう
に変更することになりましたので
市民の皆様のご理解、ご協力をお
願い致します。

本庁（具志川庁舎）で行う業務
①高額療養費関係
　( 貸付・払い戻し ) 申請受付
②療養費（装具等）の払い戻し申請
受付

③負担限度額・食事減額認定証の
申請受付

④その他医療給付関係全般の申請
受付

支所（石川庁舎・勝連庁舎・
与那城庁舎）で行う業務
①出産育児一時金の支給申請受付
②葬祭費の支給申請受付
③高齢受給者証の交付
※上記①～③は、本庁でも取り扱
います。

保険税、資格関係等については
従来どおりです。
※給付関係の申請に必要な書類、
案内書等については各支所窓口
に常時置いてありますのでご利
用ください。
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改正後

４０，２００円
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７２，３００円

＜４０，２００円＞
１２，０００円 ４０，２００円
８，０００円 ２４，６００円
８，０００円 １５，０００円

外来
（個人単位）

世帯単位（入院含む）

＜　＞は多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の
支給に該当）の場合の限度額 

（注１）７０歳以上の国保被保険者で課税所得 145 万円以上の人及びその人と同
一世帯７０歳以上の方

（注２）Ａ．現役なみ所得者、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにもあてはまらない方
　　　Ｂ．公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止により、課税所得

145万以上 213万未満の場合は経過措置対象者として 2ヶ年「一般」
を適用

（注３）Ａ．世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する７０歳以上
の方

　　　Ｂ．老年者非課税措置の廃止に伴い、世帯員の一部が課税者（税経過措置
対象者）となり、所得金額１２５万円以下で平成１７年１月１日現在
６５歳以上の人のみの場合の同一世帯の非課税者は 2ヶ年「低Ⅱ」を
適用

（注４）（注３）のAの人で、世帯の各所得が、必要経費・控除（年金所得８０万で
控除）を差し引いたとき０円になる世帯

現役なみ所得者（注１）
医療費総額が 267,000 円
を超えた場合は、その超え
た部分の１％を加算

課税一般世帯（注２）
低所得者Ⅱ（注 3）

低所得者Ⅰ（注 4）
（年金収入 65万円以下等）

○平成１８年１０月診療分から
自己負担限度額
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＜４４，４００円＞
１２，０００円 ４４，４００円
８，０００円 ２４，６００円
８，０００円 １５，０００円
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